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会 議 録 

 

会 議 名 東松山市平和推進懇話会 

開 催 日 時 令和７年２月１４日（金） 
開 会 午前１０時００分 

閉 会 午前１０時５０分 

開 催 場 所 東松山市総合会館３階３０３会議室 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議題 

⑴ 花とウォーキングのまちの平和賞の実施結果について 
⑵ 東松山市戦没者追悼・平和祈念式典の実施結果について 

⑶ ピーストレッキングについて 

⑷ 平和資料館共催事業について 

⑸ 令和７年度平和都市推進事業（案）について 

３ その他 

４ 閉会 

公開・非公開の別  公開 傍 聴 者 数  ０人 

非公開の理由 
（非公開の場合） 

 

 
参加者出欠状況 

 
 

参加者 大木 剛 欠席 参加者 関 克巳 出席 

参加者 関口 昭彦 欠席 参加者 中嶋 亮順 出席 

参加者 関根 克巳 欠席 参加者 渡邊 千尋  出席 

参加者 田中 辰弥 出席 参加者 水野 博行 出席 

参加者 岡部 健 出席 参加者 明 栄子 欠席 

参加者 大屋 聡佐 出席    

事務局 
総務部部長 中嶋 和則 総務課課長 福田 誠 

総務課主査 田島 裕之 総務課主事補 伊藤 聖子 

様式第３号（第８条関係） 



2 
 

次   第 顛          末 
１ 開   会 福田課長 
２ あいさつ 中嶋部長 

（東松山市花と歩けの国際平和都市宣言についての趣旨説明） 

３ 議事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑴花とウォーキン

グのまちの平和賞

の実施結果につい

て 
 
 
 
 
 

（福田課長） 

 始めに、会議録の署名人についてお諮りいたします。名簿順

でお願いしたいと思います。第１回目が岡部様と大屋様にお願

いいたしましたので、今回は関様と中嶋様にお願いしたいと思

いますが、皆様よろしいでしょうか。 

 

（参加者一同異議なし） 

 

 ありがとうございます。 

 続きまして、会議の公開についてでございます。当懇話会は

原則公開となっておりますが、傍聴の申し込みはございません

でしたのでご報告いたします。 

 

それでは次第にしたがって進めさせていただきます。 

先程、中嶋部長から説明を申し上げた「花と歩けの国際平和

都市宣言」につきましては、議題３「その他」で改めてご説明を

してからご意見・ご質問をいただきたいと思います。 

 

議題（１）「花とウォーキングのまちの平和賞の実施結果につ

いて｣、事務局より説明を申し上げます。 

 

（資料の１～２ページを事務局が説明） 

 

（福田課長） 

議題（１）の説明が終わりました。この件についてご質問・ご

意見はございますか。 
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（関氏） 

昨年も申し上げたと思いますが、結果を見ると学校間でバラ

ツキがあります。まったく応募がない学校もあります。何か理

由があるのでしょうか。教育委員会とは連携を取っているとは

思いますが。 

 

（事務局） 

 作文・絵画の募集につきましては、校長会で説明し各生徒に

応募チラシを配布しております。最近では、夏休みの宿題の種

類が多く、他の宿題を選んだ場合は、平和賞の応募はしないの

で、このような結果になったと考えています。 

 

（福田課長） 

 夏休みの宿題の１メニューとして平和賞を出させていただい

ています。我々が担当している選挙管理委員会でも、同時期に

選挙の啓発ポスターをお願いしています。 

 

（関氏） 

 校長会でも平和賞についてのアピールを、より強調していた

だいた方がよいと思います。 

 

（福田課長） 

 今までは、校長会で説明し各生徒にチラシを配っていただい

ていましたが、先生方に結果を知っていただくことは、学校間

のバラツキをなくす手段としては有効だと思います。先生に対

するアピールの方法を工夫したいと思います。 

 他にどなたかございませんか。 
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⑵東松山市戦没者

追悼・平和祈念式典

の実施結果につい

て 

 
 
 
 
 

（中嶋氏） 

 作文の応募数が、昨年と比べると約２５０件も減っています

が、何か理由はありますか。 

 

（福田課長） 

 作文が令和５年度と比べて、約２５０件減っている理由は、

絵画との関係がございまして、令和３年度までは絵画は、一般

と県内高校生を対象に募集しておりました。令和４年度からは、

市内の若い方に平和意識をもっていただきたいとのことから、

市内の高校と市内の小中学校に範囲を変えました。令和４年度

には絵画が８０点弱でした。令和３年度までも一般と併せても

７０点から８０点の間でした。その後制度が浸透し、令和５年

度からは１１９点に増えました。作文の減少が、絵画の応募に

すべて反映したわけではございませんが、今まで、市内の小中

学生は作文しかなかったのが、絵画も選べるようになったこと

からその影響もあると考えています。 

 他にご意見等ございますか。 

 

（参加者一同） 

 なし。 

 

（福田課長） 

それでは質疑を終了し、次の議題に移らせていただきます。 

続きまして、議題（２）「東松山市戦没者追悼・平和祈念式典の

実施結果について」事務局より説明をいたします。 
 

（資料の２～３ページを事務局が説明） 

 
（福田課長） 
 議題（２）の説明が終わりました。この件についてご質問・ご
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⑶ピーストレッキ

ングについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意見はございますか。 

 

（参加者一同） 

なし 

 

（福田課長） 

それでは質疑を終了し、次の議題に移らせていただきます。 

続きまして、議題（３）「ピーストレッキングについて」、事務

局より説明をいたします。 
 

（資料の３ページを事務局が説明） 

 

（福田課長） 

 議題（３）について説明が終わりました。この件についてご質

問・ご意見はございますか。 

 

（関氏） 

 雨で残念ながら中止となりましたが、雨が降った場合の代替

案等は考えてなかったのでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回の企画は、大東文化大学の先生と学生ボランティアとの

ウォーキングを中心に考えていましたので、止む無く雨天によ

り中止をいたしました。次回は、雨天の場合に大学や平和資料

館の受け入れ側が、急遽プログラムを変更することが可能かど

うかを調整したいと思います。 

 

（関氏） 

 ピーストレッキング事業に折角の応募があったので、雨の日

でも実施できるものがよいと思います。その点を検討していた
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だきたいと思います。 

 

（福田課長） 

 雨で歩けないのなら、大東文化大学のバスに乗って行くこと

も考えましたが、バスの時刻の関係もあって調整が上手くでき

ず、止む無く中止をさせていただきました。雨天の場合の代替

案については考えてまいります。 

 

 （関氏） 

 そのように要望いたします。 

  

（福田課長） 

 分かりました。 

 他にご意見等ございますか。 

 

（中嶋氏） 

 募集人数は最大で何人ですか。 

 

（事務局） 

 高坂駅から、大東文化大学まで先生と学生ボランティアと一

緒にウォーキングしながら平和を学びますので、安全面等を考

慮して２０名程度としております。 

 

（中嶋氏） 

 分かりました。 

 

（福田課長） 

 他にご意見等はございますか。 
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⑷平和資料館共催

事業について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸令和７年度平和

都市推進事業（案）

について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参加者一同） 

 なし。 

 

（福田課長） 

それでは質疑を終了し、次の議題に移らせていただきます。 

続きまして、議題（４）「平和資料館共催事業について」、事務局

より説明をいたします。 

 

（資料の４ページを事務局が説明） 

 

（福田課長） 

 議題（４）について説明が終わりました。この事業は、埼玉県

平和資料館が主催する時に、市が共催で参加しているものでご

ざいます。この件についてご質問・ご意見はございますか。 

 

（参加者一同） 

なし 

 

（福田課長） 

それでは、議題（５）「令和７年度平和都市推進事業（案）につい

て」、事務局より説明をいたします。 

 

（資料の５～６ページを事務局が説明） 

 

（福田課長） 

 議題（５）について説明が終わりました。来年度の第１回目の

平和推進懇話会の開催時期でございますが、令和７年度の事業

計画案について、皆様からご意見を伺いたいため、なるべく早

い時期に開催したいと考えております。なお、今年度は５月３
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１日に開催しておりますので、同じ時期に開催したいと思いま

す。 

この件についてご質問・ご意見はございますか。 

 

（渡邊氏） 

 戦没者追悼・平和祈念式典には、教育委員会の方は参加していま

すか。 

 

（福田課長） 

 校長会及び教頭会の役員として、校長先生や教頭先生には参加

していただいております。 

 

（渡邊氏） 

 教育長はいかがでしょうか。 

 

（福田課長） 

 教育長は主催者として出席しております。後は、作文を朗読する

生徒の担任の先生も参加されているようです。 

 

（渡邊氏） 

 これだけの式典を行っている市町村は、私の知る限りではあり

ません。東松山市の場合は、小学生の合唱もあり、そこに参列した

人からは、非常に感動を受けたという意見が多いです。参加した方

には良い場になったと思います。これだけ立派なものなのに、マス

コミやメディアにあまり出てないと思いますがいかがでしょう

か。 

 

（福田課長） 

 市の定例記者会見が、議会の開会前に行われます。その際に、開
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催予定の行事について、報道機関へ資料提供を行っております。戦

没者追悼・平和祈念式典につきましては、９月の定例議会前の８月

開催の定例記者会見で、マスコミ各社へ情報提供しております。 

 

（事務局） 

 式典当日は、東松山ケーブルテレビが取材に来ており、番組でご

紹介をしていただいております。 

 

（渡邊氏） 

 分かりました。 

 

（福田課長） 

 今年度につきましては、絵画展が埼玉新聞に写真付きで掲載さ

れました。今後も平和事業について、マスコミ各社へ情報提供して

いきたいと考えております。 

他にご意見等ございますか。 

 

（渡邊氏） 

第１回の会議でも申し上げましたが、我々、遺族会としても

戦後８０年の節目の年を迎えるに当たって、昨年から社会福祉

課の事務局で調整をして校長会にお願いし、来年度に市内の小

中学校の中から、新明小学校と松山第二小学校の２校が手を上

げてくださいましたので、我々がお伺いしてお話しができるこ

とになりました。どうもありがとうございました。 

 

（福田課長） 

 東松山遺族会で行っている語り部の活動が、来年度は新明小

学校と松山第二小学校の２校で行われることの報告が、代表の

渡邊会長からございました。他に皆様から何かございますか。 
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３ その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（渡邊氏） 

 今年度の平和賞の作文を読ませていただきましたが、戦後 

８０年を意識されているのか、作文の中にも今までと違う感じ

がしました。子ども達が、親や祖父母から話を聞いたことを、作

文に書いていて、戦争に対して直接的に受け止めるような話が

出ていました。我々遺族会としても、子ども達が平和について

望んでいると感じました。 

 

（福田課長） 

 ありがとうございました。 

 他にどなたかございますか。 

 

（参加者一同） 

なし 

 

（福田課長） 

それでは、議題３「その他」に入ります。 

 先程、中嶋部長が申し上げた「東松山市花と歩けの国際平和都市

宣言」について説明させていただきます。（リーフレットにより説

明） 

この宣言は、平成８年９月定例市議会で議決され制定したも

のでございます。制定に至った経緯は、当時の市議会議員を含

む市民の代表の方々による懇話会を設置し、戦後５０年が経過

し、オランダ・ナイメーヘン市との姉妹都市提携を行った年が

平成８年でございましたので、その年を東松山の平和元年と位

置付け宣言を行いました。宣言は、東松山らしいものにしよう

ということで、市の特色である“花いっぱい運動”や“歩け歩け

運動”を盛り込んだ内容となっています。宣言の冒頭に「戦後半
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世紀余りが経過した現在」という表記があり、実際には今年で

戦後８０年になりますので、時代に合うように加筆修正をした

方が良いのではないのか、といった内容の市議会一般質問がご

ざいました。宣言につきましては、改正したり廃止したりする

ことは可能ですが、その場合には議会で議決を経ることになり

ます。一般質問に対する答弁につきましては、市の考えとして、

市ではこの宣言を基にして平和事業に取り組んでおり、事業の

実績報告をさせていただきました「戦没者追悼・平和祈念式典」

や「花とウォーキングのまちの平和賞」などの平和事業の実施

と、当時の制定に関わった方々を始めとする、市民の皆様の思

いを後世に伝えながら、平和事業を継続していくことが重要で

あるとして、「市では特に改正する考えは持っていない」との内

容で答弁をいたしました。このような都市宣言では、基本的に

は、制定した当時の社会問題や課題に対する、当時の皆様の思

いを汲んで、後の世代が事業を実施することが大切であると思

いますので、事務局としては、現時点では改正する必要はない

と考えております。 

何かご意見がございましたらお願いいたします。 

 

（関氏） 

 課長の説明のとおり、これはあまり変えるものではないと思

います。強いて言えば、１行目だけで、その他は特に問題はない

ので、内容を変える必要はないと思います。また、何か課題があ

って新たな宣言をつくるのであれば、検討をすれば良いと思い

ます。 

 

（福田課長） 

 ありがとうございます。 

 他にどなたかございますか。 
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４ 閉会 
 
 
 

（中嶋氏） 

 変える必要はないと思います。戦後何十年とか、時代が変わ

れば改正も考えられると思いますが、今は変える時ではないと

思います。 

 

（水野氏） 

 １行目が問題になっていますが、制定までの経緯を受けて宣

言されたという位置づけなので、このままで良いと思います。

ただ、平和都市宣言の内容が変わってしまった場合には、改正

すれば良いと思います。 

 

（福田課長） 

 ありがとうございます。 

 他にどなたかご意見はございますか。 

 

（参加者一同） 

なし 

 

（福田課長） 

 ありがとうございました。 

 懇話会を継続してまいりますので、世界情勢等で見直しが必

要な事態が起きた時など、皆様にご意見を伺いながら進めてい

きたいと考えております。 

 

それでは、以上で本日予定していた内容は全て終了しました。 

皆様には議事の円滑な進行に御協力いただき、また、多くの

ご意見をいただきありがとうございました。 

今後とも、本市の平和都市推進事業にお力添えをお願い申し

上げます。 
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令和７年度第１回の懇話会につきましては、年度が始まりま

してなるべく早い時期に開催したいと考えております。事務局

で調整し改めて通知をさせていただきます。 

 

以上をもちまして、令和６年度第２回東松山市平和推進懇話

会を閉会します。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

 
上記会議の顛末を記載した内容について、相違ないことを証します。 

 令和７年２月２８日 
 
 
       署名者     関   克 巳      
 
 
       署名者     中 嶋 亮 順      
 
 

 


